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スケジュールの組み方

■ 論題発表から大会までの期間は最大でも20

週間程度。

■ 学業・仕事・その他のプライベートな予定
などとの兼ね合いを考えると、準備期間は
決して長くない。

■ 効率よく試行錯誤をするためにも、シーズ
ンの初期に大まかなカレンダーを書いた方
が良い。



秋JDAのスケジュールイメージ

1. 初回の練習試合は早いタイミング
試合をすることで議論やリサーチの方向が
定まることは多い。「リサーチが進んでか
らやろう」は負けパターン。

2. 練習試合のやりすぎを避ける
改善をする時間が取れなくなるほど入れる
のはやめる。JDAならシーズンあたり15~20
試合が目安（筆者の場合）。

3. プライベートや体力も考慮する
シーズンは長丁場なので、「無理すればで
きる」という考え方だと乗り切れない。学
生であれば学事予定は重要。



練習試合セッティングのポイント

1. 練習試合ごとに目的を決める

2. 試合相手とジャッジに早く声をかける

3. 必ず試合後に反省の時間をとる



練習試合の目的の例

1. シーズンの感覚をつかむための試合（シーズン初期）
シーズン初期はどのような議論が有効か、どのような試合になるか定まらない
ので、大きな方向性をつかむために行う。

2. 特定の議論を試すための試合（シーズン中期）
自分たちの議論が、意図通りに機能しているか、どの点が改善ポイントかを調
べるために行う。確認したい点については、ジャッジや相手に必ず質問する。
自主開催の練習試合なら、フィードバック時間を長めに取るなども有効。

3. 試合になれる、調整するための試合（大会直前期、初心者）
ある程度議論を固めた上で、実際に試合で実現可能か、どの程度のペースのし
いになるかなどをチェックするために行う。また、「2立ははじめて」など、
試合形式になれるために行う。



練習試合別の変遷例

1. 「シーズンをつかむ」→「議論を試す」→
「大会に向けて調整する」という推移で
シーズンを構成している。

2. 自主開催でジャッジを呼べなかったのが今
回の反省点（JDAの敗因でもある）。



試合相手とジャッジに早く声をかける

1. いい人の予定ほど早く埋まる
良いフィードバックをくれるジャッジ陣、優勝候補の選手ほど、予定を組むの
も誘われるのも早い。他の予定で埋まってしまってからでは遅い。

2. 色々なフィードバックをくれる人を呼ぶ
試合相手、ジャッジのどちらも、いろいろな人から実際にコメントをもらうこ
とが大切。自分たちの内輪の論理で進めると、大会当日全く議論の取られ方が
違うということがよく起きる。

3. 怖気付かずに声をかける
「今の自分の準備/実力では…」といった理由で怖気付いていても上手くはなら
ない。特に知り合いが少ないといった時には、積極的にネットワークを作る、
関わりを持つ動きが重要。



必ず反省の時間を取る

1. 練習試合をやっただけでは絶対に改善
しないので、何ができたか、できな
かったか、次に何をするかを明らかに
できるようにする。

2. 筆者の場合、右のようなメモを練習試
合の終了後1~2日で作り、チームですり
合わせするようにしている（試合の時
以外でもこういうメモを作ると役に立
つ）。



余談：準備における作業環境

 ブリーフ作成、管理：GoogleDrive（同時編集できるのが便利）

 メモの作成、共有： GoogleDrive（Evernoteなども便利）

 コミュニケーション：Line,FBMessenger（slackなどでも良いと思う）

 大事なポイントは、チームメンバー全員が使いやすいこと、チーム全体で作業
環境がバラバラで情報共有しにくい、といった状態を防ぐこと。
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リサーチにおける「幅」と「深さ」

1. リサーチの「幅」
議論すべき論点（メリット、デメリット、トピカリティ、カウンタープラン）
などについて、網羅されていること。

2. リサーチの「質」
特に試合において重要な争点について、競り勝てるレベルで必要な項目が検証
されていること。単純な量ではなく、想定される相手の議論との兼ね合いの上
で、勝利できる情報を持っていることが重要。



質の良いエビデンスとは何か？

1. 理由づけがはっきりしている

2. 結論(から導けること)と言いたいことがしっかり繋がっている

3. 類似した論点での他のエビデンスからの批判に耐えらえる

 T/A的なエビデンスに対して優位性を持っている

 似たような事例だが逆になっているものに競り勝てる



リサーチの大きな流れ

1. 調べたいトピックの信頼できる入門書/サーベイ論文を読む
「比較的新しく」「索引や引用がしっかりしていて」「著者がその領域で学術的な
（あるいはそれに類する）成果を上げている」ことを目安に選ぶと良い。変にわか
りやすくしたものより、ちゃんとしたものを読む方が結果的に楽。

2. 1で言及されている論文・書籍・研究者を追う
論文・書籍を読みながら、次に読むべきリストをメモとして作りながら読むと良い。

3. 2で見つけた論文についてさらに関連する論文を追う

※その他、シーズンで必要になったら個別に調べる。



研究者を追ってみよう

1. 研究者の名前などで検索すると、その方の
業績一覧(英語の場合CV,VITAなどとかいてあ
る）のページある。そこをみると、関連し
ている他の研究もわかりやすくて便利。

2. 日本語の場合、研究者のページがない場合
もあるが、その場合はCiniiの著者名検索など
で代用すると良い。

https://www.utdallas.edu/~tvk071000/



論文はちゃんと読もう

1. 論文は一定の構造に従って書かれており、
その構造を理解してから読むと非常に生産
性が高くなる。

2. 例えば、「先行研究の要約」部分は関連研
究を読むのに役立つし、「先行研究の問題
点の指摘」「研究の限界」についての記述
はそのまま反駁になり、「この研究の優位
性」と言った項目はエビデンス比較の材料
になる。構造を理解するためにも、右のよ
うな書籍を読んでおくのがオススメ。

https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB10006128



死刑論題での実証分析をおっかけた例

https://www.law.upenn.edu/live/files/1529-nagin-full-reportpdf

http://law.emory.edu/faculty-and-scholarship/faculty-profiles/shepherd-j-profile.html

http://www.bus.lsu.edu/mocan/

https://www.utdallas.edu/~tvk071000/

https://ci.nii.ac.jp/ncid/AN10334010
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ブリーフの作り方

1. 大まかな論点ごとに、ダウト（口頭の反
駁）まで含めて議論を作っていく。

2. まず長めで丁寧な文章で原稿を書いてから、
少しずついらない部分を削り、有線ん順位
を決めておく。右図ではグレーアウトして
いるところは時間がなければ読まなくてい
いもの。

3. よくあるダウトも一度原稿を書いてみるこ
とで、劇的に文字数を削減できる。

4. 決まっている論点を思考時間を使わずに処
理することで、試合の中で出た重要なポイ
ントに専念できる。

間柴泰治『死刑をめぐる論点 ―死刑存置論と死刑廃止論― 』 2009

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/0651.pdf
中村信隆『<研究論文(原著論文)>死刑は加害者の人間としての尊厳を否定するものか --表現的応報理論の立場から-』 2018

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/233621/1/cap_10_1.pdf



文字数最適化の例

ほぼ同じ内容を75%くらいの分量に削減。20~30秒程度の時間を節約。

指宿信『（『法と心理学会第 16 回大会ワークショップ「日本版のイノセンス・プロジェクト（IP）」の可能性』 2016

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/16/1/16_55/_pdf
稲葉光行『「"イノセンス・プロジェクト"の可能性と課題」（視点･論点）』 2017

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/284733.html



大事にしている考え方

スピーチのちょっとした言い回しや表現って、すごく大事だと思います。用
語の選択や、語尾の少しの違いでも、積み重なると、結構な時間の差になる
はずです。ちょっと気をつけるだけで、軽く30秒くらいの違いにはなります。
30秒あったら、エビデンスがもう一枚読めるかも知れない。それがターンの
エビデンスだったりしたら、勝敗を分けることになるかも知れない。別に読
むエビデンスがないなら、その分読むスピードを落とせば、ポイントが上が
るかも知れないし、ジャッジの理解度も上がるでしょう。私にとって「試合
に勝つために必要な事以外は一言も喋らない」スピーチが、最も美しく感じ
られます。

http://blog.livedoor.jp/geniocrat/archives/50991192.html
Tabula rasa 2006年12月03日 『スピーチのムダ取り』
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24

はじめに

■ なぜ、同じ試合を見てジャッジの判定が異なることがあるのか？

– ジャッジが意識的/無意識的に議論の内容に解釈を加えているから

■ 議論の優先順位

■ 議論に対する介入（採用の有無）

■ 価値基準 等

 ジャッジは完全なTabula rasa足り得ない
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はじめに

■ ジャッジの介入に対し、ディベーターは無力なのだろうか？

– ジャッジには説明責任があるため、議論によって介入の度合いを制限する
ことができる

■ 資料でAと言っていたのに採用しない場合

■ Bという比較が行われていたのに無視する場合

 論理によってジャッジの介入度合いを
操作しよう
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余談

■ ジャッジの差異はなぜ現れるのか？

– 人生観、ディベート観、バックボーン 等

■ 功利主義的な考えを重視する

■ 合理的経済人の仮定が強い

■ 行政の正統性などを重く考える 等

 資料解釈～判定にいたるまで、その人
の人となりがジャッジングを規定する
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はじめに

■ ジャッジは迷わないのか？

– 判定を出すときはいつでも恐れを感じるし、緊張している

■ 見落としている議論はないか？

■ どちらかのサイドに過剰に有利な介入を行っていないか？ 等

 迷い、緊張しているジャッジの背中を
押すような議論を目指そう！
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判定の進行イメージ
※個人差があります

1. 主要な争点の洗い出し

2. 争点ごとの個別の決着

3. プラン前後の変化の見積もり

4. 価値判断（＝結論）
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主要な争点の洗い出し

■ 展開された議論を眺めながら、投票に大きく関わる争点から優先的に考える

– 例えば･･･

■ 解決性の実証分析に関する反証資料の比較

■ 深刻性に対して提出されたT/A 等

 どこを争点にするべきという段階から、
戦いは始まっている
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争点ごとの個別の決着

■ 争点について、比較検討しながら決着をつける

– 比較の参考にするもの

■ 資料の年号や実証方法など内容に関する比較

■ 他争点の結論を援用する交差適用

 特に勝敗に直結する争点で競り勝つこ
とが重要
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プラン前後の変化の見積もり

■ 個別争点の結論を参考にしつつ、全体としてプラン前後の変化を検討する

– 具体的に言うと･･･（例えば死刑論題だったら）

■ 犯罪がどのくらい増えるのか、抑止効果と残認化効果を比較して結論を出す

■ 冤罪被害者の救済がプランによって行われるのか結論を出す

 感覚的には、この段階で決着がついて
いる試合が全体の7～8割を占める
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価値判断

■ プラン前後の変化で決着がつかない場合に、異なるメリット・デメリットを比
較する

– 例えば･･･

■ 失業 VS 経済効率化

■ 犯罪抑止 VS 人権

■ 環境 VS 経済成長 等

 価値判断は「神々の戦い」になること
が多く、運も影響しやすい（運命力が
必要）
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疑問再考：
なぜ判定が割れるのか？

■ 判定の各ステップごとに、ディベート内に結論が無いときには、ジャッジが介
入しているから

– 具体的には･･･

■ どの争点を重視して判定すべきか

■ 個別争点ではどちらのサイドの主張が妥当か

■ 結局プラン前後で何がどう変るのか

■ プラン前後の変化は良いものか、悪いものか

 ジャッジが独自に結論を出すとき、介
入が起こり、判定のリスクが増す
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上手いディベーターに
共通する特質

■ 判定の各ステップごとにジャッジを捉えるフックがある

– 例えば･･･

■ 争点形成：「この論点を重視して考えるべきです」

■ 個別争点：「この点で我々の主張が勝っています」

■ プラン前後：「結局、この部分は必ず変化します」

■ 価値判断：「我々の価値を重視すべきです」

 ジャッジが判定に悩むステップに寄り
添い、判定の道筋を提供している
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議論作成編
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強い議論 とは

■ 判定の各ステップにおいて、ジャッジの判断を誘導することができる議論

– つまり･･･

■ なぜある争点を判定で重視すべきか（あるいは、判定から除外すべきか）明示
されている

■ なぜある争点では自分たちの議論を優先すべきか明示されている

 出しっぱなしで終わらせず「それがど
うしたの？」を言い切る！
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争点形成

× 勝敗に意味のある議論を残そう。勝敗
に意味の無い議論はどんどん消そう。

■大切にしている問い

•「その議論、100％残ったとして投票変わりま
すか？」

•「なぜそのエビデンスを読むのですか？」
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争点形成

ヘイトスピーチ論題肯定側の主張：

「表現の自由が萎縮するという主張があ
るが、最高裁が判例によって介入の範囲
を明確にしていくので、デメリットは発
生しない」
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争点形成

否定側として、次の資料をどのように活用するか？
考えるべきポイント：

 なぜこのエビデンスを引用するのか（争点の明示）
 どうしてこのエビデンスが採用されると肯定側の主張が覆るの
か？

日弁連 2009年
しかし、最高裁判所は、表現の自由が問題となる事案について厳格な審
査をせず、近時の自衛隊官舎へのビラ入れの事案においても有罪の判断
をしたことは前述 のとおりである。最高裁判所は、国家公務員による政
治活動の制限に関しても、また、選挙運動に関する戸別訪問の禁止や集
会の自由を規制する条例についても、極めて緩やかに規制の合憲性を認
めている。このような解釈が続けられる限り、「憲法の番人」として、
特に表現の自由の規制に対して厳格に審査しなければならない裁判所の
役割は到底果たされないものと評価せざるを得ない

日本弁護士連合会『表現の自由を確立する宣言～自由で民主的な社会の実現のために～』 2009

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009_2.html
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争点形成

１） 肯定側が広範な言論の萎縮が起きないと言っているのは、あくま
でヘイトスピーチとなるような言論の対象が限定していくということが
前提でした。

２）日本では、表現の自由を制限するような方向に判例が偏る可能性が
高いです。現に日本の最高裁判例では、公共の福祉という非常にあいま
いな概念によって安易に表現規制に値するような判決を出してきたから
です。
Evi：日本の最高裁に関する証拠資料

３）「この表現は差別にあたる/あたらない」といった明確な基準ができ
るとは考えにくいですし、仮にできたとしても、過度に表現を萎縮させ
るようなものになることが予測できます。ですから、肯定側の主張する
ような、ヘイトスピーチから表現の自由を守る役目を果たせるとは考え
られません。
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争点形成

１） 肯定側が広範な言論の萎縮が起きないと言っているのは、あくま
でヘイトスピーチとなるような言論の対象が限定していくということが
前提でした。

２）日本では、表現の自由を制限するような方向に判例が偏る可能性が
高いです。現に日本の最高裁判例では、公共の福祉という非常にあいま
いな概念によって安易に表現規制に値するような判決を出してきたから
です。
Evi：日本の最高裁に関する証拠資料

３）「この表現は差別にあたる/あたらない」といった明確な基準ができ
るとは考えにくいですし、仮にできたとしても、過度に表現を萎縮させ
るようなものになることが予測できます。ですから、肯定側の主張する
ような、ヘイトスピーチから表現の自由を守る役目を果たせるとは考え
られません。

争点の明示。相手の理由付けが判
例の収束であることを確認。
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争点形成

１） 肯定側が広範な言論の萎縮が起きないと言っているのは、あくま
でヘイトスピーチとなるような言論の対象が限定していくということが
前提でした。

２）日本では、表現の自由を制限するような方向に判例が偏る可能性が
高いです。現に日本の最高裁判例では、公共の福祉という非常にあいま
いな概念によって安易に表現規制に値するような判決を出してきたから
です。
Evi：日本の最高裁に関する証拠資料

３）「この表現は差別にあたる/あたらない」といった明確な基準ができ
るとは考えにくいですし、仮にできたとしても、過度に表現を萎縮させ
るようなものになることが予測できます。ですから、肯定側の主張する
ような、ヘイトスピーチから表現の自由を守る役目を果たせるとは考え
られません。

争点の明示。相手の理由付けが判
例の収束であることを確認。

エビデンスの解釈を明示。資料を
どのように理解すべきかを提案。
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争点形成

１） 肯定側が広範な言論の萎縮が起きないと言っているのは、あくま
でヘイトスピーチとなるような言論の対象が限定していくということが
前提でした。

２）日本では、表現の自由を制限するような方向に判例が偏る可能性が
高いです。現に日本の最高裁判例では、公共の福祉という非常にあいま
いな概念によって安易に表現規制に値するような判決を出してきたから
です。
Evi：日本の最高裁に関する証拠資料

３）「この表現は差別にあたる/あたらない」といった明確な基準ができ
るとは考えにくいですし、仮にできたとしても、過度に表現を萎縮させ
るようなものになることが予測できます。ですから、肯定側の主張する
ような、ヘイトスピーチから表現の自由を守る役目を果たせるとは考え
られません。

争点の明示。相手の理由付けが判例
の収束であることを確認。

エビデンスの解釈を明示。資料をど
のように理解すべきかを提案。

この争点の結論がディベート全体に
どのような影響を与えるか（争点が
全体の結論に与える影響を明示）。
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争点形成

１） 肯定側が広範な言論の萎縮が起きないと言っているのは、あくま
でヘイトスピーチとなるような言論の対象が限定していくということが
前提でした。

２）日本では、表現の自由を制限するような方向に判例が偏る可能性が
高いです。現に日本の最高裁判例では、公共の福祉という非常にあいま
いな概念によって安易に表現規制に値するような判決を出してきたから
です。
Evi：日本の最高裁に関する証拠資料

３）「この表現は差別にあたる/あたらない」といった明確な基準ができ
るとは考えにくいですし、仮にできたとしても、過度に表現を萎縮させ
るようなものになることが予測できます。ですから、肯定側の主張する
ような、ヘイトスピーチから表現の自由を守る役目を果たせるとは考え
られません。
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個別争点内で優劣をつける

× 主に生じるのは「逆の結論をどう整理
するか」。

■考えるべきポイント

•その争点の中でも特に重視すべきポイントは何
か？

•争点に勝っていることが、結論としてどのよう
な影響を与えるのか？
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個別争点で優劣をつける

大阪大学大学院、奥平、2008年。
「Autor（2003）は、アメリカの解雇自由原則に対する随意雇用契約の例外規定
が州によって異なる時期に認められたことを利用し、裁判所によって課せられ
る解雇規制が労働市場に与える影響を分析している。その結果、例外を認める
判決が出ると、雇用率が一時的に減少したり、例外規定の対象とならない派遣
労働者が増加することが示された。国際比較分析の結論が不透明だったのに対
し、国内のデータを用いた分析の大半は解雇規制の強化が雇用率を低下させ、
勤続年数や雇用からの流出入数を増加させるという推定結果を示している。
「以上のような国際比較分析の問題点を踏まえて、最近では規制の国内変動を
利用した研究が増えている。

奥平寛子『整理解雇判決が労働市場に与える影響』 2008

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2008/02-03/pdf/075-092.pdf
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個別争点で優劣をつける

大阪大学大学院、奥平、2008。
「同様に、失業率・長期失業率に対する解雇規制の影響についても一定の結論
を得ることはできない。Heckman and Pages・Serra（2004）は、こうした国際
比較分析の結果の不安定性は、解雇規制変数の定義や国内の規制変動の少なさ
から生じるものだと指摘する。」終わり。
朝日新聞、2013年10月19日。
「ILOの調査で、ユーロ圏17ヵ国のうち、13ヵ国が08～12年に解雇規制の緩和
を実施。［中略］だが、トレス氏は「緩和が間違っていたとまでは言い切れな
いが、緩和のタイミングは正しくなかった」と指摘。景気の停滞で企業が新規
雇用する余力が生まれず、解雇だけが進んだ。スペインでは25%を超える失業
率を記録。」終わり。

奥平寛子『整理解雇判決が労働市場に与える影響』 2008

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2008/02-03/pdf/075-092.pdf



48

個別争点で優劣をつける

大阪大学大学院、奥平、2008年。
「彼らは自身の研究では、Heckman and Pages-Serra（2000）で得られた結果が
分析対象国を増やすことや規制変数の分解等に対して脆弱であることを示し、
国内データや企業レベルのマイクロデータを用いた分析を行う必要性を強調し
た。」終わり。

さらに・・・否定側のエビデンスが同様の出典であることを指摘。

奥平寛子『整理解雇判決が労働市場に与える影響』 2008

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2008/02-03/pdf/075-092.pdf
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個別争点で優劣をつける

 メリット概要

 主張：解雇規制を緩和する
ことで雇用が増加する。

 根拠：アメリカ・インド・
日本での国内に着目した実
証分析を提出。

 追加の根拠：「国際比較で
はなく、国内比較の結果を
重視すべき」という資料を
追加

 デメリット概要

 主張：解雇規制を緩和する
ことで雇用は増えず、減少
する。

 根拠根拠として、OECD諸国
の国際比較データを提出。

 重視すべき争点：実証分析の方法
 争点での勝敗：国内比較を行う肯

定側に有利
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プラン前後の差の見積もり

× プラン前後の差は、アドリブでは語れ
ない。

■重要なポイント

•相手の主張も加味した上で、自分たちに有利な
世界が描けているか？

•争点選択、個別争点の有利・不利も加味した上
であらかじめ落としどころを決めておく
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プラン前後の差の見積もり

京都大学特任准教授、瀧本哲史、2013年。
「一方で、世界市場を見てみると、あらゆる業界が激化し、産業の浮き沈みの
サイクル、ビジネスモデルの耐用年数が、どんどん短くなっている。かつて
『日経ビジネス』が「企業の寿命30年」という特集を組み話題になったが、今
では一世を風靡したビジネスモデルが3年、いや1年と持たないことも珍しくな
い。この企業の栄枯盛衰のサイクルが極端に短期化したことによって、ひとり
の人間が生きるために働く40年ほどの現役生活において、ずっと同じ会社で同
じ職種を続けることはほとんど不可能になってしまっている。商品だけでなく、
「人間のコモディティ化」がはじまっているのだ。」終わり。

瀧本哲史『君に友だちはいらない』 2013

https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB14064454
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プラン前後の差の見積もり

内閣府、2013年から。
「2012年の一年間に10,633社の倒産が観測されたが、平均的な業歴は25年程
度であった。なお、同年の法人企業数は110万社程度、会社都合の失業者数は
102万人であった。倒産せずに廃業する企業もあることから、廃業率によって
企業が40年間生き残る平均的な残存確率を機械的に求めると、2000年代平均で
24%である。したがって、40年以上の長期に渡って働き続けるということは、
一度や二度の転職は当然発生し得ることであり、そうしたことを前提に社会の
仕組みを作り上げていくことが、雇用安定化の鍵となるだろう。」終わり。

内閣府『平成25年度 年次経済財政報告』 2013

http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je13/h03_01.html#h030101
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プラン前後の差の見積もり

 メリット概要

 メリット：解雇規制を緩和
することで雇用が増加する。

 比較用の議論：現状のまま
では企業の効率化が進まず、
より多くの失業が発生する
可能性がある。

 デメリット概要

 デメリット：解雇規制を緩
和することで雇用は減少す
る。

 雇用量で決着がつかない場合を考
慮し、現状のシステムそのものを
攻撃。
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価値判断

× 本当の価値判断になると、結論を制御
することは非常に困難

■なので･･･

•「この論題では、Aという価値よりもBという価
値を重視して判断すべき」

•そもそも、価値判断の手前で議論を決着させる
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価値判断

京都大学大学院法学研究科助教授 土井真一 1996年
「人々が国家という共同体を形成し、その法を定めるに際して、一人ひ
とりの人間を人格として承認すべきであると考える人格的自律権論は、
共同体の構成員が相互にその存在意義を承認し、自律的存在として「共
に生きていく」ことを求めるものと理解することができる。自らの命を
絶つことが、絶対的な「罪」あるいは「悪」であると断じているわけで
はない。我々が、自らの命を絶とうとする者に対して、あなたは生きる
に値するということを、あるいはあなたと共に生きたいという意思を法
を通じて維持するか否かという点を問題にすることが許されるのではな
いだろうか。いかなる人生が幸福な人生かを問うているのではない。問
われているのは、人生はそもそも生きるに値するかということである。
このように考えるとき、自殺を憲法上の権利として承認することは適切
ではない。自らの存在意義に対する否定的評価を前提にして、自己の生
命及び身体に対する重大かつ不可逆的な侵害を直接的にもたらす行為に
ついては、それ自体を憲法上の権利として類型化すべきではない。」

土井真一『公法研究』 1996

https://ci.nii.ac.jp/naid/110000437521?fbclid=IwAR1F28gblFWdsFdSJNBebE55VdsJHIehLgk3oB0ehRWTWN23omja1BewJwk
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価値判断

 メリット概要

 事実：安楽死を行うことで、
苦しみから解放される。

 価値：本来医療は人々の幸
せに仕えるためにあり、本
人の自己決定を重視すべき
である。

 デメリット概要

 事実：安楽死が法制化され
ると、周囲の圧力から、意
に反して安楽死を行う（＝
強制的に安楽死させられ
る）人が出る。

 価値：本来国や法は人々を
生かすためにあるもので、
生きようとする人の意思は
死のうとする人の意思より
優先的に守られる必要があ
る

 （成功しているかは別にし
て）肯定側の理由付けを先読
みして価値判断ルールを準備


